
別紙 

個人情報取扱特記事項 

 （基本的事項） 

第１ 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る事務の処理又は事業の

遂行（以下単に「業務」という。）の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することの

ないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。また、死者に関する情報に

ついてもまた、同様に適正に取り扱わなければならない。 

 （秘密の保持） 

第２ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報及び死者に関する情報をみだりに他に知

らせ、又は不当な目的に利用してはならない。業務が終了し、又はこの契約を解除された

後においても、同様とする。 

 （漏えい、毀損及び滅失の防止等） 

第３ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個

人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（教育の実施） 

第４ 受注者は、業務に従事する者に対して、次に掲げる事項について、教育及び研修を実

施しなければならない。 

 (１) 在職中、当該契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、

又は不当な目的に使用してはならないこと。退職後においても、同様とすること。 

 (２) 特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な

事項 

 （指示、報告等） 

第５ 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受

注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めるこ

とができる。 

 （事故発生時の対応） 

第６ 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発

生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報

の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わ

なければならない。 

２ 発注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該

事故に関する情報を公表することができる。 

  


